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建築基準法第４３条の運用基準 

 

「建築基準法第４３条第１項本文に適合するもの」の取扱いについて 

 

（平成２８年１０月１日改定） 

Ⅰ．敷地と建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の道路の間に、

公的機関（国、本県又は本県内の市町村。Ⅱにおいて同じ。）が所有する河川、河川敷、

水路、水路敷、側溝その他これらに類するもの（法の道路に含まれるものを含む。以

下「水路等」といい、Ⅱにおいて同じ。）が存在している場合 

１ 開渠である水路等の内法幅員≦１ｍ 

 

内法幅員が１ｍ以下の開渠である水路等が法の道路と並行して存在するときは、当

該水路等を法の道路の一部とみなすことができる。 

このとき、当該水路等に接する敷地については、当該水路等に橋その他これに類す

るもの（以下「橋等」という。）が適切な幅で設置されている場合に限り、法第４３

条第１項本文に適合しているものとなる。 
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２ 開渠である水路等（道路法の道路区域内にあるものを除く。）の内法幅員＞１ｍ 

 

内法幅員が１ｍを超える開渠である水路等（道路法の道路区域内にあるものを除

く。）が法の道路と並行して存在するときは、当該水路等は法の道路の一部とみなす

ことができない。 

一方、当該水路等に橋等（当該水路等の管理者から占用等許可を受けたものに限

る。）が設置されている場合にあっては、当該橋等を敷地の一部とすること（令第１

条第一号にいう「一団の土地」として取り扱うこと。）ができ、このことによって、

当該水路等に接する敷地は法第４３条第１項本文に適合することが可能となる。 

このとき、橋等を含めた敷地と法の道路との関係（接道長さ等）によって、法第４

３条第１項本文に適合しているかどうかを判断することとなる。したがって、橋等の

必要な幅は法第４３条第１項本文の規定により２ｍ以上であることはもとより、山梨

県建築基準法施行条例（昭和３６年山梨県条例第１９号。以下「条例」という。）第

５条第１項ただし書前段及び第１１条第２項の規定の適用がある場合はこれら幅員

の規定、並びに第５条第２項、第１０条及び第１４条（敷地の周長の長さの３分の１

以上が道路に接する場合の規定に限る。）の規定の適用がある場合はこれら道路に接

する部分の長さの規定による数値以上としなければならない。 
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３ 開渠である水路等（道路法の道路区域内にあるものに限る。）の内法幅員＞１ｍ 

 

内法幅員が１ｍを超える開渠である水路等が道路法の道路区域内に存する場合に

は、当該水路等は法の道路の一部である。 

このとき、当該水路等に接する敷地については、当該水路等に橋等が適切な幅で設

置されている場合に限り、法第４３条第１項本文に適合しているものとなる。 

 

 

解 説（平成２８年１０月１日改定） 

①  本取扱いⅠ．１については、本県の道路幅員の取扱いとして長い間取り扱われてき

たもの（「山梨県建築基準法関係条例・細則集」の昭和５５年４月１日初版から掲載さ

れている。）との整合を図り、敷地は法の道路に接しているものとして取り扱われるが、

開渠である水路等に橋等が設置されてはじめて法第４３条第１項本文に適合するもの

である。なお、建築確認申請時点で橋等が設置されていない場合であっても、当該建

築確認申請に係る工事の完了時点で橋等が設置される計画となっているものは本取扱

いによることができる。ただし、橋等が設置されてはじめて法第４３条第１項本文に

適合することとなるため、法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定に基づく検査

済証の交付の際には橋等が設置されている必要がある。 

②  本取扱いⅠ．１及び３における橋等の適切な幅は、建築物の構造、規模、用途など

を踏まえ、建築物の利用上支障がなく、非常時に避難が可能であるという観点から適

切に判断されたい。（参考：「建築基準法質疑応答集」３８０７ページから３８０８ペ
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ージ及び３９１７ページから３９２１ページ）例えば、建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号。以下「令」という。）第１２８条が適用される建築物については少

なくとも１．５ｍ以上の橋等の幅が必要になると考えられ、また、令第１２８条の２

第５項及び令第１２９条の２の３第１項第一号ハ本文においても同様に判断するもの

と考えられる。一方、同様の趣旨から条例第５条第１項（同項ただし書前段の規定を

適用する場合に限る。）又は第１１条第２項の規定が適用される建築物については、条

例第５条第１項ただし書前段の規定によって必要とされる路地状の部分の幅員以上の

橋等の幅が、条例第１１条第２項の規定によって必要とされる同条第１項の側面の空

地の幅員以上の橋等の幅がそれぞれ必要になると考えられるが、これらの条例の規定

の運用においては避難上適切な有効幅員を確保するよう求めていることから、避難上

適切と認められる有効幅員と整合している橋等の幅であってもよいと考えられる。 

③  本取扱いⅠ．２については、これまで一律に法第４３条第１項本文に適合しないも

のとして取り扱われてきた。（参考：「建築基準法質疑応答集」３９１７ページから３

９２１ページ、「逐条解説建築基準法（平成２４年１２月１０日初版発行）」７１５ペ

ージ、及び改定前の「建築基準法第４３条の運用基準」（平成１１年７月２９日付け、

建指第７－６１号）Ⅱの３）しかしながら、これまでの法第４３条第１項ただし書許

可の実績等を踏まえ、本取扱いによることで当該許可に係らしめずとも交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認められることから、本取扱いを定めるものであ

る。 

④  本取扱いⅠ．２において、「（当該水路等の管理者から占用等許可を受けたものに限

る。）」としているのは、公的機関である水路等の管理者が、当該水路等の占用あるい

は使用等の目的や事実について把握し、認めていることを確認するための条件となる。

一般的には、公共物の管理について定めた条例に基づく許可がこれに該当する。なお、

建築確認申請時点で橋等が設置されていない場合であっても、水路等の管理者からあ

らかじめ占用等許可を受けており、当該許可のとおり橋等が設置される計画となって

いる場合については本取扱いによることができる。ただし、橋等が設置されてはじめ

て橋等を敷地の一部とすることができることから、法第７条第５項又は第７条の２第

５項の規定に基づく検査済証の交付の際には橋等が設置されている必要がある。 

⑤  本取扱いⅠ．２によって、敷地の一部として取り扱われる橋等については、令第２

条第１項第一号にいう敷地面積に算入するものとする。（昭和３８年８月５日付け、住

指発第１００号にて「建蔽率の計算に当たっては、原則として公有水路の部分を敷地

の範囲から除外すべきである」旨が示されているが、これとは異なる取扱いとなる。） 

⑥  本取扱いⅠ．３について、建築確認申請時点で橋等が設置されていない場合であっ

ても、当該建築確認申請に係る工事の完了時点で橋等が設置される計画となっている

ものは本取扱いによることができる。ただし、橋等が設置されてはじめて法第４３条

第１項本文に適合することとなるため、法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定

に基づく検査済証の交付の際には橋等が設置されている必要がある。  
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（平成２８年１０月１日改定） 

Ⅱ．敷地と敷地の間に、水路等が存在する場合、又は里道（赤道）その他の公的機関が

所有する道（以下「里道（赤道）等」という。）が存在する場合 

１ 敷地と敷地の間に水路等が存在する場合 

 

水路等により分断された敷地であっても、当該水路等に橋等（当該水路等の管理者

から占用等許可を受けたものに限る。）が設置され、分断された敷地相互を一体的に

利用する場合にあっては、当該橋等を敷地の一部とすること（分断された敷地及び当

該橋等を令第１条第一号にいう「一団の土地」として取り扱うこと。）ができる。 

なお、橋等の必要な幅は法第４３条第１項本文の規定により２ｍ以上であることは

もとより、条例第５条第１項ただし書前段及び第１１条第２項の規定の適用がある場

合はこれら幅員の規定、並びに第５条第２項、第１０条及び第１４条（敷地の周長の

長さの３分の１以上が道路に接する場合の規定に限る。）の規定の適用がある場合は

これら道路に接する部分の長さの規定による数値以上としなければならない。 
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２ 敷地と敷地の間に里道（赤道）等が存在する場合 

 

里道（赤道）等により分断された敷地であっても、当該里道（赤道）等の一部（幅

員が１．８ｍ未満である部分に限る。）を横断通路（当該里道（赤道）等の管理者か

ら占用等許可を受けたものに限る。）とし、分断された敷地相互を一体的に利用する

場合にあっては、当該横断通路を敷地の一部とすること（分断された敷地及び当該横

断通路を令第１条第一号にいう「一団の土地」として取り扱うこと。）ができる。 

なお、横断通路の必要な幅は法第４３条第１項本文の規定により２ｍ以上であるこ

とはもとより、条例第５条第１項ただし書前段及び第１１条第２項の規定の適用があ

る場合はこれら幅員の規定、並びに第５条第２項、第１０条及び第１４条（敷地の周

長の長さの３分の１以上が道路に接する場合の規定に限る。）の規定の適用がある場

合はこれら道路に接する部分の長さの規定による数値以上としなければならない。 

 

一方、里道（赤道）等の管理者から占用等許可を受けることができない場合、又は

横断通路とする里道（赤道）等の部分の幅員が１．８ｍ以上である場合については、

法第４３条第１項ただし書の適用について検討することとなる。 

 

 

解 説（平成２８年１０月１日改定） 

①  本取扱いⅡについては、昭和３８年８月５日付け、住指発第１００号にて「敷地内

に公有水路があるときは、その規模にもよるが、小さい水路の場合は橋等による相互

の連絡状況からみて用途上不可分であり、かつ、防火上安全上支障がないかどうかに

横断通路とする里道（赤道）等の部分の幅員は
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よって一団の土地と認められるか否かを具体的に判断すべきである。」とされているこ

とを踏まえ、水路等の管理者から占用等許可を受けて橋等が設置され、又は里道（赤

道）等の管理者から占用等許可を受けて横断通路とし、分断された敷地相互を一体的

に利用する場合には当該橋等若しくは当該横断通路を敷地の一部として一団の土地と

認めることとしたものである。（参考：「建築基準法質疑応答集」３９２５ページ） 

②  本取扱いⅡにおいて、「占用等許可を受けて」としているのは、公的機関である水路

等又は里道（赤道）等の管理者が、当該水路等又は里道（赤道）等の占用あるいは使

用等の目的や事実について把握し、認めていることを確認するための条件となる。一

般的には、公共物の管理について定めた条例に基づく許可がこれに該当する。なお、

建築確認申請時点で橋等が設置されていない場合であっても、水路等の管理者からあ

らかじめ占用等許可を受けており、当該許可のとおり橋等が設置される計画となって

いる場合については本取扱いによることができる。ただし、橋等が設置されてはじめ

て橋等を敷地の一部とすることができることから、法第７条第５項又は第７条の２第

５項の規定に基づく検査済証の交付の際には橋等が設置されている必要がある。 

③  本取扱いⅠ．２と同様に、敷地の一部として取り扱われる橋等又は横断通路につい

ては、令第２条第１項第一号にいう敷地面積に算入するものとする。（昭和３８年８月

５日付け、住指発第１００号にて「建ぺい率の計算に当たっては、原則として公有水

路の部分を敷地の範囲から除外すべきである」旨が示されているが、これとは異なる

取扱いとなる。） 

④  本取扱いⅡ．２において、「（横断通路とする里道（赤道）等の部分の幅員が１．８

ｍ未満である場合に限る。）」としているのは、横断通路とする里道（赤道）等の部分

のみの幅員が１．８ｍ未満であればよく、横断通路としない里道（赤道）等の部分の

幅員は問わないという趣旨である。 

⑤  敷地と敷地の間に、水路等及び里道（赤道）等が併存する場合にあっては、本取扱

いⅡ．１及び２を併せて適用することができるものとする。 

 


